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令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

東
京
都
杉
並
区
清
水
一
丁
目
三
六
番
一
四
号

合
同
会
社
ピ
ン
ホ
ー
ル

清
算
人

稲
垣

晴
也

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

横
浜
市
中
区
元
浜
町
三

二
一

二
ヘ
リ
オ
ス
関

内
ビ
ル
四
階
四
一
四
号
室株

式
会
社
ト
リ
オ
ソ
フ
ト

代
表
清
算
人

井
原
七
生
子

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

神
奈
川
県
厚
木
市
山
際
一
〇
〇
三
番
地
二
三

有
限
会
社
松
月
庵

清
算
人

大
嶽

直
之

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
六
日
開
催
の
社
員
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

神
奈
川
県
横
浜
市
中
区
南
仲
通
三
丁
目
三
〇
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
千
年
こ
ど
も
支
援
協
会

清
算
人

髙
橋

渡

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
上
の
宮
二

二
四

一
二

有
限
会
社
サ
イ
ド
ウ
ェ
ー
ル

清
算
人

横
井

浩
幸

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

神
奈
川
県
茅
ケ
崎
市
美
住
町
一
五

四
九

青
湘
コ
ン
サ
ル
ネ
ッ
ト
株
式
会
社

清
算
人

大
内

和
史

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

川
崎
市
川
崎
区
駅
前
本
町
一
一
番
地
二
川
崎
フ
ロ

ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
四
階

株
式
会
社
丸
善
商
事

代
表
清
算
人

陳

亮

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

神
奈
川
県
三
浦
郡
葉
山
町
長
柄
八
一
四
番
地
一

株
式
会
社
日
本
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

代
表
清
算
人

山
根

浩
二

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

富
山
県
富
山
市
太
田
口
通
り
二
丁
目
一
番
一
二
号

株
式
会
社
フ
オ
ト
パ
ブ
リ
シ
テ
ー

代
表
清
算
人

山
田

秀
夫

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

福
井
県
敦
賀
市
昭
和
町
二
丁
目
六
番
四

ジ
ェ
イ
テ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
清
算
人

小
森

和
宗

解
散
公
告

当
組
合
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
七
日
開
催
の
通
常
総

会
の
決
議
に
よ
り
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
に
解
散
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
当
組
合
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

福
井
市
中
央
一
丁
目
一
〇
番
五
号

デ
ュ
オ
ヒ
ル
ズ
福
井
駅
前
六
〇
三

福
井
駅
前
南
通
り
商
店
街
振
興
組
合

代
表
清
算
人

内
藤

秀
信

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
開
催
の
株
主
総
会
の
決

議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有

す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

山
梨
県
都
留
市
上
谷
六
丁
目
一
二
番
三
五
号

株
式
会
社
Ｙ
・
Ｍ
・
Ｓ
・
Ｇ

代
表
清
算
人

森
嶋

稔

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

長
野
県
飯
田
市
桐
林
一
〇
四
五
番
地
一
一

株
式
会
社
オ
コ
テ
ッ
ク

代
表
清
算
人

小
古
山
忠
志

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
四
月
二
十
七
日
開
催
の
社
員
総

会
の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に

債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

岐
阜
県
美
濃
市
一
五
六
九
番
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
自
立
支
援
グ
ル
ー
プ
や

ま
び
こ

清
算
人

大
塚

孝
治

解
散
公
告

当
法
人
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債

権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出

が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
八
日

福
井
県
坂
井
市
三
国
町
陣
ケ
岡
第
二
六
号
一
〇
番

地
二
七

特
定
非
営
利
活
動
法
人
三
国
湊
魅
力
づ
く
り
Ｐ
Ｊ

清
算
人

竹
内

英
樹
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